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　令和2年1月16日、建設業5団体（（一社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会、
（一社）全国中小建設業協会、（一社）建設産業専門団体連合会、（一社）全国建設産業団
体連合会）、建設産業女性活躍推進ネットワーク（各地において女性活躍に取り組む団体
で構成されるネットワーク）及び国土交通省は共同で「女性の定着促進に向けた建設産業
行動計画 ～働きつづけられる建設産業を目指して～ Plan for Diverse Construction 
Industry where no one is left behind」（以下、新計画）を策定しました。
　新計画においては、「働きつづけられるための環境整備」に重点を置くことを端的に表現
するため、これまでの「女性活躍」ではなく「女性定着」という表現を使用しています。
　本稿では新計画策定の背景やその内容について紹介します。

　建設産業がこれまで以上に女性が就業しやすい業界を目指すことは、男女問わず誰もが働きやすい業界になることを意味し、業界全体の
活性化にもつながります。こうした目的のもと、平成26年に建設業5団体と国土交通省が共同で、｢もっと女性が活躍できる建設業行動計画｣

（以下、前計画）を策定し、以降、自主計画の策定や快適トイレの推進等の様々な取組を、官民が一体となって行ってきました。
　その結果、女性技術者は平成26年の1.1万人から平成30年には1.8万人へと1.64倍増加し、女性技能者は平成26年の8.7万人から平成
30年には10.4万人へと1.19倍増加し、職場や建設現場の環境が改善される等、多くの成果が上がってきています。

●働き方改革関連法や新･担い手３法を受けて、建設産業においても働き
方改革の取組を進める必要がある。

●i-Construction等の取組により、生産性向上、働き方改革が可能に。

　前計画の策定後、以下のような建設産業を取り巻く環境の変化があり、より女性が就業しやすい環境が整いつつあるなか、環境の変化を
踏まえた取組の見直しを行う必要がありました。

　全国の女性技術者・技能者、女性経営者や、建設産業
女性活躍推進ネットワークに加え、男性経営者、業界団
体、地方自治体など、幅広い方々にお集まりいただき、令
和元年7～8月に全国10ブロックで開催しました。
　参加いただいた全ての方から意見をいただき、数多く
のご意見が新計画に反映されています。

　令和元年8～9月にかけて、全国47都道府県や、前計画の策定団体ではない多くの建設産業団体に対して、女性活躍推進に関する取組
実態や女性活躍推進の取組みについての課題、前計画の認知度等を調査しました。
　ここで得られた回答から前計画の課題を抽出され、その改善内容を新計画に盛り込みました。

　これらの環境の変化に対応しながら、前計画をより実効性のあるものとしていくことが必要であり、前計画の策定から5年目を迎える令和
元年度、次の5年間を見据え新たな計画を策定しました。
　新計画の策定にあたっては、前計画策定時の構成メンバーに「建設産業女性活躍推進ネットワーク」を加えて策定委員会を設置し、全国
10ブロックでの意見聴取会の開催や、アンケートを通じた実態調査を実施して、女性の就業についての課題等の把握を行いました。

令和2年1月16日、策定委員会の構成メンバー（代表：須田委員
長）から大臣に新計画を手交

「建設産業における
女性の定着促進に向けた新計画」の策定について

国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課

１．はじめに

２．前計画（もっと女性が活躍できる建設業行動計画）策定について

３．新計画策定の必要性

■ 新計画策定のための意見聴取会

■ アンケートを通じた実態調査

●建設キャリアアップシステムの運用が開始。建設技能者の就業履歴等の情
報が蓄積されるとともに、その情報をもとにした能力評価制度が始まる。

●より高まる担い手確保の要請と、多様な価値観を尊重する職場環境整備
の必要性がある。
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　意見聴取会やアンケートを通じた実態調査の結果、建設産業における女性の就業をさらに促進するためには、就業の継続が大きな課題で
あることがわかり、新計画は、建設産業で働く全ての女性が「働きがい」と「働きやすさ」の両立により、就業継続を実現することを目的にして、

「働きつづけられるための環境整備」を中心に３つの柱で構成しています。また、それぞれの柱の趣旨を達成するための個別の目標を設定
しています。
　さらに、今後、様々な場面で新計画の周知・普及を行っていくため、SDGsのアジェンダを念頭においた新計画の英語名称も設定しています。

　まず最初の柱の「働きつづけられるための環境整備を進める」については、部下や同僚の育児等に配慮・理解のある上司のことを指す「イク
ボス」の取組等の「建設産業の女性定着に向けた意識改革の必要性」を新計画全体の最初の項目として記載しています。これは、各ブロックで
開催した意見聴取会のすべてにおいて、女性定着を促進するための意識改革の必要性が指摘されており、世代や役職に関わらず、建設産業で
女性が働くことの理解を深めることが必要であるためです。また、従来の慣習にとらわれない柔軟な働き方を目指して、施工時期の平準化
の推進や適正な工期の設定等の「働き方改革の取組の推進」についても記載しています。
　次の柱の「女性に選ばれる建設産業を目指す」については、建設産業全体の魅力が向上する取組を通じて、女性に選ばれる産業を目指す必要
があることから、建設産業の魅力、働きがいの発信等によるイメージ戦略やえるぼし 、くるみんの認定取得の促進等の取組を記載しています。
　最後の柱の「建設産業で働く女性を応援する取組を全国に根付かせる」については、団体や企業により自主的な取組が促進される環境
整備をするため、各地域における女性定着に取り組む団体を応援する等の取組を記載しています。また、取組の趣旨と姿勢を明確にする
ため、「建設産業女性活躍推進ネットワーク」の名称を変更し、「建設産業女性定着支援ネットワーク」に改めて、地域ぐるみで建設産業で働く
女性を応援する活動を促進します。

４. 新計画について

●新計画の内容について（新計画の概要）

　今後は新計画の実行段階に移りますが、本年を「建設産業女性定着元年」と呼べるような年とするため、全国で「女性定着」が実現するよう
官民挙げて取組を進めてまいります。

５．おわりに

　全国各地に組織されている、女性の定着を推進する団体の相互交流や情報交換、連携等を促すことにより、建設産業で働く女性の入職
促進、定着を図ることを目的として、平成30年度に始動。現在、32団体で構成されています。
　令和2年3月1日、「建設産業女性活躍推進ネットワーク」から「建設産業女性定着支援ネットワーク」に改称

■ 建設産業女性定着支援ネットワーク

計画の柱 官民を挙げた目標

出典：雇用動向調査を基に国土交通省で算出

出典：雇用動向調査を基に国土交通省で算出

取組内容（主な取組例）

「女性の入職者に対する離職率の
割合」を令和6年までの間、前年度
比で減少させる。

1.建設産業の女性定着に向けた意識改革の必要性
イクボス宣言の推進（社内広報などで宣言を見える化）

2.働き方改革の取組の推進
施工時期の平準化の推進、適正な工期の設定

3.「働きがい」と「働きやすさ」が両立できる環境の整備
柔軟な働き方（短時間勤務制、フレックスタイム制、テ
レワーク、ワークシェアリングなど）ができる環境整備

4.働きやすい現場の労働環境の整備
工事の現場において快適トイレや更衣室などの導入
促進

1.建設産業の魅力、働きがいの発信などによるイメー
ジ戦略
教育現場と連携した、学生とその保護者に対する建
設産業の魅力のPR活動（現場見学会や出前講座の
実施など）

2.企業や業界団体の女性定着に関する理解の促進
女性定着に関する企業の好事例の情報発信

3.新しい建設産業の魅力を創造・発信
iConstructionの取組などの建設産業における働き
方改革の取組についての情報発信

1.計画の普及を図るための広報活動
新計画策定委員会に参加していない産業団体に対
するPR方法の検討

2.建設産業女性定着支援ネットワークのさらなる活動
の充実、全国展開
建設産業女性定着支援ネットワークの構成団体が各
地で行う地域ぐるみの活動の支援

「入職者に占める女性の割合」を令
和6年までの間、前年度比で増加さ
せる。

①令和6年までに新計画の内容を
認知度100％を目指す。

②令和6年までに都道府県単位で
活動している団体の「建設産業女
性定着支援ネットワーク」への加
入をすべての都道府県で目指す。

5.復職に向けたサポート環境の整備
建設キャリアアップシステムを活用して職場復帰
に就業履歴を証明、能力評価基準を活用してキャ
リアパス例を提示

6.更にスキルアップできる環境を整える
Web学習プログラムなどの職場外での技術・技
能向上に向けた機会の提供

4.女性が活躍している仕事例の紹介
女性が活躍している仕事例の事例を収集し、情報
発信

5.えるぼし、くるみんの認定取得に向けた取組を促進
アンケート調査を通じた認定取得に向けた取組
の実態把握や、その結果を踏まえた実効性のあ
る取組（説明会における認定取得に向けた働き
かけなど）を業界と連携して実施

6.建設産業に関係する制度の整備など
建設産業の現場における労働法制の影響などに
関する整理（女性技能者の坑内労働など）

3.地域中小建設企業における女性技術者・技能者
の確保・育成
各地域における女性定着のための取組の推進

働きつづけ
られるための
環境整備を
進める

女性に
選ばれる
建設産業を
目指す

建設産業で
働く女性を
応援する
取組を
全国に
根付かせる

2014

71.0%

85.3%

建設業

産業計

2015

103.7%

88.4%

2016

79.7%

91.6%

2017

66.7%

92.0%

建設業

産業計

2014

19.5%

54.6%

2015

15.0%

52.9%

2016

21.2%

52.9%

2017

19.4%

51.3%

取組の趣旨と姿勢を明確にするため、「建設産
業女性活躍推進ネットワーク」の名称を「建設
産業女性定着支援ネットワーク」に変更。

http://genba-go.jp/woman_network/HP



見上げるほどの大型クレーンや杭打機が
並ぶ建設現場に、活気ある声が飛ぶ。職人た
ちの動きに細やかに目を配り、基礎工事を
取り仕切る佐々木竜也さん。丸泰土木株式
会社に勤めて28年。施工計画をもとに工程
から品質、安全に至るまでを管理する、現場
をコントロールするエキスパートだ。
建設業を営む父の背中を見て育ってきた。

「建設業界に入った頃は、現場で働こうとは
思ってなかった」と語るとおり、当初は経理
担当として入社した異色派だ。しかし研修の
一環として現場に出た瞬間、その想いは
一変する。「小さな頃から好きだった重機や
建設機械が活躍する様子に、目を奪われま
した」。
その後、自ら望んで現場に転属。周りのベ

テランたちに鍛えられながら着実に経験を
積み、現在は若手を指導する立場に。「自分

ができないことは、相手にうまく教えること
はできない」という思いから、仕事に関する
様々な免許を取得した。技術と技能、どちら
の専門知識も兼ね備えた、皆から頼りにされ
る存在だ。
南本牧ふ頭の建設、液化天然ガスタンク

の建設など、日本全国から海外まで数多く
の現場で活躍。どんな現場においても大切
にしているのは安全の徹底、そして職人た
ちの笑顔だと語る。「やるべきことは手を抜
かずやる。その中でも笑いのある、明るくメ
リハリのある現場づくりが大事だと思って
います」。
様々な職種のプロが集う現場で指揮を

とっていくには、豊富な経験と知識量がも
のをいう。2012年に『登録基礎工基幹技能
者』を取得したことは、現場を取りまとめる力
になっているという。「経験や知識量の証明

になるので、相手の見方や聞き方も変わりま
すね」。関係先との協議や調整の際にも意見
が取り入れられる場面が多く、厚い信頼を寄
せられている。
「自分が携わった計画や工程がぴたりと
ハマってスムーズに完了した瞬間はなんと
も言えない達成感があります」と仕事の醍醐
味を語る佐々木さん。若者たちへのメッセー
ジを伺ったところ「“人間がこんなにすごい
ものをつくれるんだ！”と感じる、とてもやり
がいのある仕事。建設業は今後もなくなるこ
とのない必要とされる仕事なので、若い人た
ちもどんどん業界に入ってきてほしいです」
と返ってきた。数多くの現場を経験しながら
も「まだ行ったことのない場所や難しい現場
にあえて挑むのが好き」と語る目は、登録基
礎工基幹技能者としての熱意と好奇心に
満ちている。
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丸泰土木株式会社

1972年1月生まれ　宮城県出身

豊富な経験と専門知識が武器
職人たちを指揮する現場の旗頭

佐
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々木 竜
た つ や

也さん

登録基礎工基幹技能者

登録基幹技能者 熟達した作業能力と豊富な知識と経験を有し効率的に作業を進めるマネジメント能力を備えた技能者です。
現場では上級職長などとして活躍しています。
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